
議員提出議案第１３号  

 

 

選択的夫婦別姓制度の審議を求める意見書提出について  

 

 

 上記の議案を提出する。  

 

 

  令和  元  年  ６  月２７日  

 

 

            提出者  調布市議会議員  内  藤  美貴子  

            賛成者  調布市議会議員  橘    正  俊  

                   同     須  山  妙  子  

                   同     平  野    充  

 



選択的夫婦別姓制度の審議を求める意見書  

 

 

 2018年２月に内閣府が公表した世論調査では，夫婦同姓も夫婦別姓も選べ

る選択的夫婦別姓制度の導入に賛成・容認と答えた国民は 66.9％となり，反

対の 29.3％を大きく上回った。特に多くの人が初婚を迎える 30～ 39歳におけ

る賛成・容認の割合は 84.4％に上る。  

また同年３月 20日の衆議院法務委員会において，夫婦同姓を義務づけてい

る国は，世界で日本だけであることを法務省が答弁した。男女同権の理念に

のっとり， 2003年から日本政府に対して改善勧告を続けてきた国連女性差別

撤廃委員会は， 2016年３月の第７回及び第８回報告に対する最終見解におい

て，改めて「女性が婚姻前の姓を保持できるよう夫婦の氏の選択に関する法

規定を改正すること」を求めている。  

1996年２月 26日に法制審議会が民法改正を答申してから 23年が経過しよう

としているが，いまだ選択的夫婦別姓制度を導入する法改正の見通しは立っ

ていない。最高裁判所は 2015年 12月 16日に，夫婦同姓規定を合憲とする一方 ,

「選択肢が設けられていないことの不合理」については裁判で見出すことは

困難とした上で，「国会で論ぜられ，判断されるべき事柄にほかならない」

と，民法の見直しを国会に委ねた。しかし３年以上にわたって議論が進まな

いために， 2018年には選択的夫婦別姓を求める裁判が４件も提起されている｡ 

平均初婚年齢が 30歳前後の現代においては，婚姻前に個人名で信用・実績･

資産を築く人がふえている。改姓によってこれまで築き上げたキャリアに分

断が生じる例や，法的根拠のない旧姓の使用で不利益・混乱が生じる例は多

く，それを避けるために結婚を諦める人，事実婚を選ばざるを得ない人が一

定数いることは事実である。家族のあり方が多様化する今，最高裁判決の趣

旨を踏まえて議論を進め，適切な法的選択肢を用意することは，国及び国会

の責務であると考える。  

よって調布市議会は，国及び政府に対し，選択的夫婦別姓を可能とする法

制度の改正に向け，積極的な議論を推進するよう強く求める。  

 



以上，地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  

 

令和  元  年  ７  月   日  

 

調布市議会議長  渡  辺  進二郎  

 

提出先  

内閣総理大臣   総務大臣   法務大臣    


